
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
保
安
林
の
指
定
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

公

告

○
肥
料
登
録
事
項
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
食
の
安
全
・

安
心
推
進
課
）
…
二

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
申
請
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
三

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
二
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

松
枝
歯
科
医
院

遠
藤
内
科
医
院

弘
前
市
大
字
下
白
銀
町
一
五
の
四

十
和
田
市
西
三
番
町
一
四
の
八

平
成
二九･
六･三〇

二八･一二･二五

青
森
県
告
示
第
二
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

施
術
所
の
名
称

施

術

所

の

所

在

地

指
定
年
月
日

坂
本

篤
志

さ
か
も
と
整
骨
院

三
沢
市
松
園
町
二
丁
目
一
七
の
一

三

平
成
二九･
一･
五

種
市

賢

み
さ
わ
整
骨
院

三
沢
市
松
園
町
二
丁
目
五
の
二
〇

の
八

二九･
五･
九

菊
地

麻
紀

笑
里
治
療
院

弘
前
市
大
字
桜
ケ
丘
二
丁
目
二
三

の
一
八

二九･一〇･
五

青
森
県
告
示
第
二
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

住

所

指
定
年
月
日

青
森
県
報
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第
四
千
三
百
九
十
八
号

平
成
三
十
年

一
月
十
二
日

（
金
曜
日
）



髙
橋

洋
子

下
舘

照
美

日
向

邦
男

佐
藤

広
直

千
葉

優
介

新
岡

孝
博

堀
井

良
将

尾
ヶ
瀬

汐
里

成
田

裕
泰

佐
々
木

礼
子

久
田

良
太

八
戸
市
根
城
七
丁
目
四
の
七
タ
ウ
ニ
ィ
か
わ
ぐ
ち
Ｂ
二

○
一

八
戸
市
大
字
類
家
字
縄
手
下
一
の
八
二

八
戸
市
小
中
野
三
丁
目
一
八
の
八
シ
テ
ィ
イ
ン
メ
イ
プ

ル
一
○
二

五
所
川
原
市
大
字
稲
実
字
開
野
一
七
七
の
四
七
フ
ァ

ミ
ー
ル
イ
ン
二
―
Ａ
号
室

弘
前
市
大
字
松
原
東
三
丁
目
一
五
の
九

つ
が
る
市
柏
広
須
照
日
七
の
一
四

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
緑
ヶ
丘
五
の
五
〇
の
一
六
五
七

十
和
田
市
西
二
十
二
番
町
三
の
三
一
コ
ー
ポ
リ
ン
デ
ン

Ⅱ
二
○
一
号

平
川
市
碇
ヶ
関
古
懸
門
前
三
五
の
一

三
戸
郡
階
上
町
大
字
金
山
沢
字
小
水
無
一
五

つ
が
る
市
木
造
赤
根
一
三
の
八
〇
メ
ゾ
ン
・
ド
・
ソ
レ

イ
ユ
二
○
一
号
室

平
成
二八･一二･二六

〃〃二九･
一･一七

二九･
四･二〇

〃二九･
四･一〇

二九･
五･
二

二九･
四･二八

二九･
五･二六

二九･
七･一三

青
森
県
告
示
第
二
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
施
術
者
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

住

所

廃
止
年
月
日

赤
坂

利
和

八
戸
市
大
字
田
向
字
間
ノ
田
四
八
の
六
ブ
ル
ー
ヒ
ュ
ッ

テ
Ｂ

平
成
二八･一一･一五

青
森
県
告
示
第
二
十
四
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
川
内
町
家
ノ
上
一
○
三
の
三
四
二

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

肥
料
登
録
事
項
の
変
更

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

生
産
業
者

の
氏
名
又

は
名
称

生
産
業
者
の
住
所

変

更

年
月
日

変
更
前

変
更
後
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青
森
県
第

三
六
一
号

副
産
石
灰

肥
料

ホ
タ
テ
で

元
気
二
四

〇
〇

青
森
エ
コ
サ

イ
ク
ル
産
業

協
同
組
合

青
森
市
安

方
二
丁
目

一
一
の
九

青
森
市
大

字
合
子
沢

字
松
森
二

五
九
の
一

九

平
成
二九･一〇･一〇

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
申
請

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
し
、
青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課
に
お

い
て
こ
の
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農

用
地
利
用
配
分
計
画
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る

土

地

認

可

申
請
日

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

安
部

浩
一

青
森
市
大
字
合
子
沢
字
山

崎
四
一
の
一

青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
芦
谷
一

〇
ほ
か
五
筆

平
成
二九･一二･二〇

川
村

輝
美

青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
芦

谷
一
六
一

青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
上
林
二

一
の
一
ほ
か
一
筆

〃

川
村

輝
美

青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
芦

谷
一
六
一

青
森
市
大
字
高
田
字
日
野
四
八

〇

〃

山
田

正
樹

青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
芦

谷
一
〇
五

青
森
市
大
字
上
野
字
有
原
七
二

の
一
ほ
か
七
筆

〃

長
内

宏
之

青
森
市
大
字
牛
館
字
岡
部

八

青
森
市
大
字
上
野
字
有
原
八
一

ほ
か
一
筆

〃

株
式
会
社
佐
藤

農
園

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川

五
五
の
一

青
森
市
大
字
牛
館
字
岡
部
一
の

三

〃

小
泉

幸
法

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川

五
七
の
一

青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
五
五

の
五
ほ
か
二
筆

〃

神

召
一

青
森
市
大
字
上
野
字
山
辺

七
二
の
一

青
森
市
大
字
金
浜
字
稲
田
六
八

の
一

〃

木
立

博
史

青
森
市
大
字
高
田
字
川
瀬

三
五
九

青
森
市
大
字
金
浜
字
伊
吹
二
八

六

〃

天
内

輝
明

青
森
市
浪
岡
大
字
徳
才
子

字
福
田
三
五

青
森
市
浪
岡
大
字
徳
才
子
字
早

稲
田
八
八
の
一
ほ
か
五
筆

〃

木
村

政
春

青
森
市
沖
館
五
丁
目
一
七

の
一
三

青
森
市
大
字
新
城
字
福
田
三
〇

一
ほ
か
三
筆

〃

工
藤

隆
正

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田

五
八
七
の
七
二

青
森
市
大
字
飛
鳥
字
塩
越
二
〇

七

〃

川
口

悟

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
榊

字
種
元
五
五
の
一

青
森
市
浪
岡
大
字
増
館
字
若
柳

二
九
三

〃

木
立

康
行

黒
石
市
大
字
高
舘
字
甲
松

坂
四
の
三

青
森
市
浪
岡
大
字
本
郷
字
平
田

一
七
六
ほ
か
二
筆

〃

農
事
組
合
法
人

大
平
フ
ァ
ー
ム

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹

田
大
平
山
元
七
四
の
二

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
山

本
紅
葉
坂
一
二
の
一
ほ
か
二
筆

〃

石
田

弘

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字

種
里
町
字
有
原
一
六
一

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
金

沢
町
字
平
塚
二
二
一
の
一
ほ
か

一
筆

〃

須
藤

正
義

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字

南
金
沢
町
字
上
高
根
山
九

七
の
一

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
金

沢
町
字
唐
松
三
七
の
一
ほ
か
二

筆

〃

工
藤

章
弘

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字

南
金
沢
町
字
唐
松
一
〇
〇

の
四

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
金

沢
町
字
平
塚
二
一
〇

〃

工
藤

武
俊

弘
前
市
大
字
石
川
字
春
仕

内
一
八
の
四

弘
前
市
大
字
石
川
字
新
舘
下
六

三
ほ
か
一
筆

〃

三
上

行
雄

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
榊

字
種
元
一
二
の
三

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
榊
字
植

田
二
八
の
一
ほ
か
二
筆

〃

佐
々
木

光
治

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

畑
中
字
樋
口
五
二
の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
畑
中

字
樋
口
一
九
八
ほ
か
一
筆

〃

白
戸

卓
郎

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

境
森
字
佃
一
一
八

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
和
泉

字
早
稲
岡
一
六
の
三

〃

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

高
樋
字
八
幡
八
八
の
二

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
高
樋

字
川
原
田
一
六
二
ほ
か
七
筆

〃

（ ）3 青 森 県 報 第4398号平成30年１月12日 金曜日



太
田

浩
司

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字

家
ノ
下
二
八
三

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
一
本

木
沢
二
四
の
三
ほ
か
四
筆

〃

木
村

長
一

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉

内
字
道
ノ
上
四
六
の
一

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
六
一

八
一

〃

木
村

長
一

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉

内
字
道
ノ
上
四
六
の
一

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
六
〇

六
二

〃

田
中

清
吉

三
沢
市
塩

三
丁
目
一
四

五
の
二
二
九

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
二
七

三
五

〃

種
市

イ
ツ

三
沢
市
塩

二
丁
目
二
七

五
五
の
二

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
三
一

〇
五
の
一

〃

立
崎

孝
夫

三
沢
市
塩

四
丁
目
四
七

の
五

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
三
四

六
五

〃

金
見

肇

上
北
郡
七
戸
町
字
見
町
五

六
の
一
八
二

上
北
郡
七
戸
町
字
見
町
五
六
の

三
四
の
う
ち
ほ
か
一
筆

〃

有
限
会
社
瀬
川

農
場

上
北
郡
七
戸
町
字
左
組
七

二

上
北
郡
七
戸
町
字
向
川
原
七
二

〃

中
岫

憲

上
北
郡
七
戸
町
字
中
岫
長

沢
下
五
五
の
六

上
北
郡
七
戸
町
字
中
岫
村
ノ
上

八
の
八
ほ
か
二
筆

〃

髙
田

勝
信

上
北
郡
七
戸
町
字
卒
古
沢

南
平
四
六
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
後
平
四
一
六

の
一
の
う
ち
ほ
か
一
筆

〃

株
式
会
社
マ
ル

カ
農
産

上
北
郡
七
戸
町
字
榎
林
家

ノ
前
九
五
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
沼
頭
一
一
三

ほ
か
二
筆

〃

中
村

善
男

上
北
郡
七
戸
町
字
夷
堂
五

八
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
竿
打
川
原
四

九
の
一
ほ
か
一
筆

〃

宮
澤

隆
幸

上
北
郡
七
戸
町
字
二
ツ
森

家
ノ
表
一
一
三
の
四

上
北
郡
七
戸
町
字
二
ツ
森
家
ノ

下
二
〇
一
ほ
か
一
筆

〃

山
田

千
一
郎

上
北
郡
七
戸
町
字
沼
ノ
沢

五
三
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
不
動
向
一
六

四
の
一
ほ
か
一
筆

〃

戸
来

直
城

十
和
田
市
大
字
藤
島
字
小

山
六
八
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
八
幡
岳
三
の

う
ち

〃

佐
々
木

秀
吉

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川

目
二
丁
目
七
五
の
三

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
浜
道
八
四

三

〃

川
口

勉

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
下
屋

敷
三
二
の
二

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
深
沢
平
二

六
七
ほ
か
一
筆

〃

工
藤

文
男

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川

目
一
丁
目
六
の
二
五
六

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
平
一
の

一
二
〇

〃

農
業
生
産
法
人

四
季
菜
に
ん
に

く
株
式
会
社

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
斗
内

字
菅
田
一
一
〇
の
二

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
斗
内
字
菅

田
一
一
三

〃

農
業
生
産
法
人

四
季
菜
に
ん
に

く
株
式
会
社

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
斗
内

字
菅
田
一
一
〇
の
二

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
斗
内
字
菅

田
一
一
四

〃

三
浦

利
美

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間

内
字
上
源
兵
衛
二
五

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字

下
源
兵
衛
一
〇
八

〃

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

弘
前
市
及
び
平
川
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

弘

前

市

藤
代
一
丁
目
、
藤
代
二
丁

目

平

川

市

南
田
中

金
屋

東
林
元
、
中
村
井
、
村
内

上
松
元
、
中
松
元
、
下
松
元
、
西
松
元
、
上

早
稲
田
、
中
早
稲
田
、
下
早
稲
田
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


